
令和８年４月２１日提出 

キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施します 
～物価高騰の影響を受ける市民生活と地域経済を支援～ 

標記について、次のとおりお知らせします。 

日 時 令和８年５月１日（金）～３１日（日） 

場 所 - 

内 容 諫早市では、本年５月、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、国の重点

支援地方交付金を活用し、「諫早市で PayPay！最大３０％が戻ってくるキャンペー

ン」を実施します。 

本事業は、本市において初めて実施するキャッシュレス決済ポイント還元事業であり、

市内消費の喚起とキャッシュレス化の推進を図るものです。 

1 事業概要 

市内対象店舗において、対象のキャッシュレス決済を利用した場合に、決済額の一

部をポイントとして還元します。 

2 実施期間 

令和８年５月１日（金）～３１日（日） ※予算上限に達し次第終了 

3 還元内容 

・還元率：決済額の３０％ 

・付与上限：1回あたり１，０００円相当／期間あたり１０，０００円相当 

4 対象決済サービス 

「PayPay」 

5 対象店舗 

市内の対象店舗約２，０００店舗 

※一部対象外店舗あり（大手コンビニなど） 

6 事業費 

約３億円（うちポイント原資約２億７千万円） 

7 目的・効果 

・物価高騰の影響を受ける市民生活の支援 

・市内消費の喚起による地域経済の活性化 

・キャッシュレス決済の普及促進 

問い合わせ先 

諫早市  経済交流部  商工観光課 担当：山本 

電話番号：0957-22-1500（内線 3640） 

E-mail：shoukou_kankou@city.isahaya.nagasaki.jp 

担当課 同上 

備 考 

（記事解禁日等） 
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